
大津市結婚新生活支援事業補助金(令和８年度)

予算に達した時点で受付終了します

歳以下 最大 万円

歳以下 最大 万円

補助金額

R８.１.１～R９.２.２８に婚姻届を提出し、

受理された夫婦

夫婦ともに３９歳以下（婚姻日時点）

大津市で同居している（申請日時点）

夫婦の所得合計が５００万円未満

結婚、妊娠、共育て等に関する講座等を

受講または実施済
その他条件あり／詳細は大津市HPをご覧ください 住居取得（購入）の場合

建物の購入費

工事請負費（新築のみ）

住居賃借の場合
家賃

共益費

敷金・礼金

仲介手数料

補助対象経費

対象者

土地購入費や
リフォーム工事費
は対象外

家賃と共益費は
同居開始日以降の
費用が対象

以降に
支払った費用が
対象となります

大津市御陵町３番１号 大津市役所別館１階
大津市こども・若者政策課
☎０７７－５２８－２９１７ ✉ otsu1488@city.otsu.lg.jp

補助金の申請にあたり、以下の講座等のいずれかを

受講または実施いただく必要があります

❶ライフデザイン支援講座

❷プレコンセプションケアに関する講座

❸医療機関への妊娠・出産に関する相談

❹共家事・共育て講座
❶❷は夫婦どちらも講座受講が必要

❸❹は夫婦どちらかの相談、講座受講または実施で可

結婚、妊娠、共育て等に関する
講座等について

❶❷❹に関する講座開催情報（動画
視聴含む）は滋賀県ホームページにも
掲載されていますのでご確認ください

申請を希望される方は
大津市ホームページから
詳細情報及び必要書類を
ご確認ください

夫婦ともに



婚姻日は令和８年１月１日～令和９年２月２８日の間ですか？

婚姻日 令和 年 月 日

婚姻日時点の年齢は夫婦ともに３９歳以下ですか？

婚姻日時点の年齢 夫 歳・妻 歳

令和７年中（R7.1.1～R7.12.31）の夫婦の所得合計金額は

５００万円未満ですか？

所得合計 夫 円＋妻 円＜５００万円

夫婦のうち令和７年中に貸与型奨学金を返済した方はいますか？

返済額 夫 円＋妻 円

夫婦の所得合計金額から奨学金返済額を

差し引くと５００万円未満ですか？

差引額 所得合計－返済額＜５００万円

夫婦ともに、以下全てに当てはまりますか？
住民票の住所が大津市で、その住所に夫婦が同居している（申請日時点）
婚姻日以前に取得(購入)した住居は、婚姻日前１年以内に住居に係る契約を締結し
ている
市税等の滞納がない
婚姻日から３年以上大津市に住む意思がある
暴力団員でない
他に同種の補助金等(生活保護等)の交付を受けていない

住居取得（購入）の場合
住居購入にかかる他の補助金等を受けていない

対象となりません

対象となりません

対象と

なりません

対象となる可能性があります
※結婚、妊娠、共育て等に関する講座等を受講または実施いただく必要があります

対象と

なりません

対象となりません

ＹＥＳ

ＮＯ

補助金の対象となるか確認する際に
ご利用ください

子育てエコホーム支援事業
子育てグリーン住宅支援事業
しがZEH新築支援事業費補助

など

ＹＥＳ ＮＯ


